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毎月 15 日までの会費納入に、

ご協力をお願いします。 

 会 計 山崎 孝亀 

2021 年９月６日         春日井民商だより               第 1773 号 
 

 

中
小
自
営
業
者
か
ら
は
悲
鳴
が 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
の
勢
い
が
止
ま
り
ま
せ
ん
。 

 

事
業
者
か
ら
は
、「
イ
ベ
ン
ト
で

屋
台
を
出
店
し
て
い
る
が
、
イ
ベ

ン
ト
が
中
止
に
な
り
仕
事
が
ま
っ

た
く
な
い
」「
売
上
が
激
減
し
て
い

る
が
、
月
次
支
援
金
の
対
象
と
な

る
ほ
ど
で
は
な
く
厳
し
い
」「
月
次

支
援
金
を
申
請
し
て
い
る
が
、
審

査
に
も
時
間
が
か
か
り
、
月
10
万

円
で
は
厳
し
い
」
な
ど
、
切
実
な
声 

が
上
が
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
中
、
政
府
は
、
８
月

27
日
か
ら
９
月
12
日
ま
で
、
愛
知

県
全
域
に
「
緊
急
事
態
宣
言
」
を
発

令
し
ま
し
た
。
内
容
は
左
図
の
通 

り
で
す
。 

 
元南⽀部⻑の伊藤さんから今年も「《ぶどう》が 

⾊づいてきた」とのお知らせが届いています。 

2 キロで 4,000 円です。 
希望の⽅は直接電話で注⽂してください。       
☎090-8736-6800 (伊藤)まで 
  

 

 

 

愛
知
県
へ
の
「
緊
急
事
態
宣
言
」

の
発
令
は
５
月
以
来
で
、
昨
年
か
ら

通
算
で
４
度
目
と
な
り
、
「
五
輪
を

強
行
開
催
し
た
か
ら
こ
う
い
う
こ

と
に
な
る
。
政
府
の
無
策
だ
」
な
ど

憤
り
の
声
も
出
て
い
ま
す
。 

「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
と

ど
う
変
わ
る
の
？ 

 

「
緊
急
事
態
宣
言
」
で
は
、「
ま
ん

延
防
止
等
重
点
措
置
」
と
異
な
り
愛

知
県
全
域
が
対
象
と
な
り
ま
す
。 

 

飲
食
店
の
場
合
、
午
後
８
時
ま
で

の
営
業
・
酒
類
の
提
供
禁
止
・
カ
ラ

オ
ケ
設
備
の
利
用
禁
止
が
条
件
と

な
り
ま
す
。
「
ま
ん
延
防
止
等
重
点

措
置
」
で
は
協
力
金
支
給
対
象
外
だ

っ
た
昼
の
み
営
業
の
カ
ラ
オ
ケ
喫

茶
も
休
業
す
れ
ば
支
給
対
象
で
す
。

 

 

と き：９月１６日(木)～ 

毎週木曜１４時～１６時 

（※9 月 23 日は祝日のためお休みします） 

ところ：民商事務所２F 

※この⽇程が難しいという⽅は、ご相談くだ
さい。 

今年も班長研修会を開催します！
「仲間と親睦を深めることができて勉強になる」
と毎年好評の班⻑研修会を今年も開催します︕

(「三密」を避けた形で計画しています) 
場 所：ニューハートピア温泉 
         ホテル長島 
日 程：10 月 16 日(土)～17 日(日) 
16 日(土) 12 時 30 分 事務所出発 
17 日(日) 正午まで(昼食後解散) 

協
力
金
８
月
８
日
〜
８
月
26
日
分
の
申 

請
受
付
が
は
じ
ま
り
ま
し
た 

愛
知
県
感
染
防
止
対
策
協
力
金
８
月
８

日
〜
８
月
26
日
分
の
申
請
受
付
が
始
ま

っ
て
い
ま
す
。
申
請
期
限
は
10
月
22
日 

(

金)

ま
で
で
す
。
該
当
す
る
会
員
に
は
申 

請
書
を
送
付
し
ま
す
。 

月
次
支
援
金
は
９
月
分
ま
で
支
給
対
象
月 

に
な
り
ま
し
た 

 

昨
年
ま
た
は
一
昨
年
と
比
較
し
て
同
月

の
売
上
が
50
％
以
下
に
な
っ
た
場
合
に

支
給
さ
れ
る
「
月
次
支
援
金
」
は
、
９
月

分
も
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
申
請
期
限
は

対
象
月
の
２
ケ
月
後
の
月
末
で
す
。
詳
し

く
は
先
週
号
の
『
民
商
だ
よ
り
』
に
も
掲

載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

 

受
給
で
き
る
も
の
は
受
給
し
、
減
免
で

き
る
も
の
は
減
免
し
て
、
営
業
と
暮
ら
し 

を
守
り
ま
し
ょ
う
。 

 

 

 

対象期間：８月 27 日(金)～９月 12 日(日) 

対象地域：愛知県内全域 

要請内容： 

酒類・カラオケの提供⇒中止 

時短・休業⇒下表の通り 

従来の営業時間が午
前 5 時〜午後 8 時の
間で、酒類またはカ
ラオケ設備を提供し
ている飲⾷店 

休業すれば申請対象 
※酒類とカラオケの提供をやめ

ただけでは申請対象外 

従来の営業時間が午
前５時〜午後 8 時を
超える飲⾷店 

酒類とカラオケの提供をや
め、午後 8 時までの時短営業
または休業すれば申請対象 

交 付 額：１日あたり４万円の予定 

申請期限：未定 

※ご不明な点は事務所までご相談ください。


